
 - 1 - 

７高水企財第 633 号 

 

公        告 

 

電子入札による事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行うので、高知市上

下水道事業契約規程(昭和 47 年水道局規程第２号)により準用する高知市契約規則（昭和

40 年規則第４号）第５条の規定に基づき公告する。 

 

令和７年 11 月 10 日 

 

高知市上下水道事業管理者 山本  三四年  

 

１ 入札に付する事項 

 

⑴ 工 事 名     森山配水池残留塩素計設置工事 

 

⑵ 工事場所     高知市 春野町森山 

 

⑶ 工事概要        計装設備工事         １式 

盤改造工事          １式 

土木工事           １式 

その他上記に伴う諸工事    １式 

 

⑷ 工事期間      契約締結日の翌日から令和８年５月 31 日まで 

 

⑸ 予定価格    事後公表 

 

⑹ 最低制限価格  有（事後公表） 

 【計算式】直接工事費の 97％＋共通仮設費の 90％＋現場管理                           

費の 90％＋一般管理費等の 68％ 

＊設定範囲及び端数処理については、上下水道局企画財務課ホ

ームページ内（入札・契約制度）を参照のこと。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項その他入札に関する事項 

   別紙のとおり
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別紙 

１ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札参加形態 単体 

地域要件 高知市内に主たる営業所（本社）を有する者 

業  種 電気工事 

格付け等級 
Ｃ級、Ｄ級、Ｂ級又はＡ級の者（ただし、Ｄ級については、公告日時点の格

付けにかかる年間平均完成工事高が 800 万円以上） 

許可区分 特定又は一般 

施工実績 

高知市上下水道局事後審査型制限付き一般競争入札実施要領（以下「実施

要領」という。）の規定の外、次の要件を満たす工事の実績を有する者（※工

事施工証明書等要） 

・上下水道施設（終末処理場、ポンプ場、浄水場等）、揚排水機場又は清掃施

設（ごみ処理、し尿処理施設等）の機械設備に係る電気設備工事で、請負

金額 500 万円以上の工事施工実績事業者 

配置技術者 

実施要領の規定の外、次の要件をすべて満たす技術者を配置することがで

きる者 

・本工事の許可業種に係る建設業法第 26 条の規定による主任技術者又は監理

技術者として従事するための資格要件を満たす者 

・請負金額 500 万円以上の電気工事において、現場代理人又は技術者（主任

技術者又は監理技術者）として従事した経験を有する者。なお、製作（手

配）期間と据付工事期間は、別の技術者の申請も可とする。（※工事施工証

明書等要） 

手持工事 実施要領第４項第８号及び９号の規定による 

 

 

 

２ 参加申請・入札日程等 

参 加 申 請 
実施要領第７項の規定に基づき、入札に参加を希望する者は入札書提出

期限までに入札書類を提出することで参加意思を示すものとする。 

設計図書の閲覧 
期  間 令和７年 11 月 13 日から入札書提出期限まで 

場  所 高知市上下水道局３階企画財務課 

電子データの閲

覧 

期  間 令和７年 11 月 13 日から令和７年 12 月３日まで 

場  所 高知市上下水道局企画財務課ホームページ 

質疑の受付回答 

受付期間 
令和７年 11 月 13 日８時 30 分から令和７年 11 月 20 日 17

時 15 分まで 

場   所 高知市上下水道局３階企画財務課 

提出方法 ＦＡＸ又は持参によること（郵送は認めない） 

回答時期 令和７年 11 月 26 日  
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回答方法 

回答日から入札書の提出締切日まで高知市上下水道局３階

企画財務課において閲覧に付するとともに、高知市上下水道

局企画財務課ホームページに掲載する。 

入 札 方 法 等 

本工事は高知市上下水道局電子入札運用基準に基づき、高知市電子入札

システムで行う。 

提出書類 
１ 入札書（電子入札システムにより入力）  

２ 工事費内訳書 

提出書類 

受付期間 

令和７年 11 月 27 日 ８時 00分から  

令和７年 12 月１日 17 時 00 分まで 

※質疑回答を確認の上、提出すること。 

開    札 

開札予定

日 時 
令和７年 12 月２日  ９時 30分 

開札場所 高知市上下水道局３階企画財務課 

確認書類の提出 

 

提出期限 提出を求められた日から起算して２日以内（閉庁日を除く） 

場  所 高知市上下水道局３階企画財務課 

提出書類 

入札資格要件確認書 

開札後速やかに提出できるよう、あらかじめ作成しておく

こと。 

提出方法 持参、ＦＡＸ又はメールによること（郵送は認めない。） 

落 札 決 定 
確認書が提出された日から起算して２日以内（閉庁日を除く）に落札者

を決定 

契 約 の 保 証  必要 

契約条項を示す
場所 

高知市上下水道局３階企画財務課 

 

 

３ その他 

(1) 入札参加者は、「高知市上下水道局建設工事等競争入札心得（電子入札用）」（令和６

年８月 26 日改正）及び高知市上下水道局電子入札運用基準（令和６年４月１日改正）

を遵守すること。 

(2)入札参加手続きを行った者の間において、実施要領第４項第６号又は第７号に該当す

る場合は、入札参加資格を認めない。また、開札後、同号に該当する事実が判明した

場合は、その者の入札を失格とする。 

(3)開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内での入札者がいない場合は、高知市上

下水道局電子入札運用基準第 13 条第３項の規定に基づき、本工事の開札手続終了後、

再度入札を行う。再度入札を行う場合は、その旨を入札参加資格者に電子入札システ

ムにより（紙入札者が参加する入札においては電子入札システム以外のその他適切な

手段による）通知する。 

(4)落札候補者が提出期限までに入札資格要件確認書を提出しないとき、又は入札参加資

格を有しないと認められる場合は、失格とする。 
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(5)落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して 10日以内に契約を締結すること。

また、電子契約を希望する場合は、落札決定後、「電子契約利用承諾書」を電子メール

により提出すること。 

(6)落札決定から契約を締結するまでの間に、落札者が次に掲げる要件のいずれかに該当

する者となったときは、落札決定を取り消すことがある。 

 ア 実施要領第４項第１号、第２号、第４号又は第５号のいずれかの要件を満たさな

くなったとき。 

 イ 高知市競争入札指名停止措置要綱（平成６年７月１日制定）（以下「指名停止要綱」

という。）の規定により高知市上下水道局から指名停止又は指名回避等の措置を受

けたとき。 

 ウ 指名停止要綱の対象となる事案に該当したとき。 

 エ 建設業法第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受けたとき。 

 オ その他の事由により入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 

(7)本工事の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、

契約を解除することがある。 

(8)落札者は、契約締結までに平成 23 年 12 月 26 日付「独占禁止法の遵守に係る誓約書

の提出について（高知市上下水道局）」の中の誓約書（別記様式１）を提出すること。

これがない場合は契約を辞退したものとみなし契約を締結しない。 

(9)落札者は、建設業法第 20 条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影

響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から契約締結まで

に、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

(10)受注者は、契約締結時に、中間前金払又は部分払による何れかを選択することとし、

契約締結後の変更は認めない。 

(11) 本工事は、高知市上下水道局「週休２日制工事」 実施要領における週休２日制工

事（月単位）である。 

(12) 当該工事開札までに、実施要領第４項第８号ア、イ、又はウに該当することとなっ 

た者は当該入札に参加できない。 

また、開札後落札候補者の決定（同日に複数の同一工種工事の落札候補者の決定

がある場合は、その予定価格の大きいものから順に行う。）までに、実施要領第４項

第８号ア、イ又はウに該当することとなった者が落札予定者であった場合は、当該

入札を無効とする。 

ただし、実施要領第４項第９号にあたる場合はこの限りではない。 

(13) 本工事は、実施要領第４項第８号ア及びイではなく、同号ウに該当する工事とし 

て取り扱う。 

(14)その他の条件については、実施要領に示すとおり。 

 

 

４ 担当部署 

高知市上下水道局企画財務課契約担当 

住所 高知市針木北一丁目 15番 20 号（高知市上下水道局３階） 

電話 088-821-9208  ＦＡＸ 088-843-6523 

 

 

 

 

 


